
 
駐車場を設置しようとする際の届出判断フロー　　　　　　 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面積が５００㎡以上である 
 ※駐車マスの面積合計 
  駐車場の車路や設備、管理施設な

どの面積は含みません。

利用料金を徴収する 
 ※直接の利用者以外の者が相当料

金を支払う場合も料金を徴収す
る駐車場となります。

他の施設や建築物に附属する駐車場

である 
 ※道路の付属物、公園施設、病院や

駅、商業施設など

駐車場法及びバリアフリー新

法に関する届出は必要ありま

せん

駐車場法に関する届出が必要です
駐車場法及びバリアフリー新法

に関する届出が必要です

は い

は い

は い

は い

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

一般公共の用に供されるものである 
 ※利用者を限定せず、公衆の自由な 
  利用が可能


